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本資料は、製品安全（PS）における国内管理人の職責を参考
事例として、GPSR/PLD水準で履行するために、人（PLアドバ
イザー）とシステム（SCODT）を組み合わせて実装した検証成
果を事例的に示した資料です。下記については当団体のweb
サイトなどでご確認ください。

• 取扱説明書検証プログラム
• PL検定とPLアドバザー
• 体制整備や社内規定
• リコール、事故などの対応
• 取扱説明書や表示対策
• scodt （すこどっと）
• 人材育成など



１ 事業者と製品の評価について

製品を製造販売する事業者が製品安全についてどのようなレベ
ル、経営における意識度などは、仕入れる側も実際に購入使用す
る消費者も知りたいことです。
食品などでは鮮度、産地などに関心が高く表示規制はかなり現確
に行われ消費者でも判断できます。

一方、工業製品の多くは中国製などになり、もはや製造者販売者
などの情報を得ることは厳しく、買ってみないと使ってみいとわか
らないもの、ブランドを信じても毎日のように重大事故やリコール
が起き、それも知らずに多くの方が使い続けてます。
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２ 事業者の評価
海外の事業者の情報、信頼性を評価できないと、それを輸入し販売する事業
者も取引上のトラブル、リコールや事故対応など厳しい状況は売れるほど、時
が経つほどリスクが高くなります。
品物ではわからないことも検証評価を行うことで、取引での双方の信頼度も高
まります。

国の制度を利用しましょう。
https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/jikosenngenn.html

製品安全自己宣言制度での自社、取引先の評価の確認
海外事業者であっても同様にチェックシートを送り記入いただき、改善してほし
いことを具体的に伝えることができます。
国内管理人の方はご自身のリスクを回避するためにも必要なことです。
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３ 製品の検証について
取扱説明書の位置付けとその評価方法について
はじめに
当団体は取扱説明書を消費者基本法第5条２項、ISO/IEC Guide51、
IEC/IEEE82079-1:2019などを、製品の使用方法やリスクを正しく消費者に伝え
る設計図書とし、その評価検証を元に、さまざまなアドバイスを、前進団体NPO
法人日本テクニカルデザイナーズ協会（ JTDNA)にて2005年より製品安全の取
り組み支援を行っています。
評価方法の根拠として、「取扱説明書ガイドライン」と検証プログラム、製品のリ
スク区分をPL保険などの保険料率根拠にする「リスクコード」を細分化し検証の
内容を定めを2005年に公開し改善を行い継続しています。

大手から小規模の製造、商社、通販、小売などの食品なども含む、広告表示か
ら説明書などを検証評価し、改善の指導を行っています。
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4 検証プログラムについて
製品の安全性評価は計測機器を用いた検査と、客観的な検証により総合的
に評価することが重要です。設計製造は機密事項も多く、当事者以外はおそ
らく技術系でない経営者、法律の専門でない設計者などは、結果評価ができ
ません。そこで国は第三者機関の検査機関でPS評価を行っています。
当団体は後者の客観的判断を使う側の視点で行ってます。

取扱説明書は市場ニーズを製品の品質に反映し設計意図として、利用者にその製品の目的、
正しい使い方、トラブルの対応、そして現状の技術では解決でない「残存リスク」を直ちに理解
できるように伝えることです。表示ラベルも示し説明を読ませず直ちに禁止行為の結果を伝え
なければなりません。それらを総合し検証します。
これにより検査では見落とすPL法の欠陥である「設計や製造上、指示警告上の欠陥」を発見
できます

• わかりやすさは消費者基本法第５条2項
• 残存リスクはIECGuide51
• 通知責任はIEEE82079-1:2019
• 欠陥はPL法

https://apl.or.jp/?page_id=1566
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30点/100点
改善のアドバイ
スもしることがで

きます

検証プログラム（有料）
現状のものをお預かりし具体的な検証を
行い、改善ご指導をzoomで行います。
https://apl.or.jp/?page_id=715

無料簡易検証プログラム
小学生でも使え手元の取説を簡易評価す
るプログラムを公開しています。

https://apl.or.jp/?page_id=1566
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取扱説明書ガイドライン
取扱説飯書の目的、定義などを消費者
の知識レベルとの整合をはかり、使用
者の安全を最優先にした内容です。こ
の内容に基づき評価します

最新!PL対策解説書
企画P〜設計D~製造C〜品質保証Aを、
ISO9001の原文の意図である源流管
理から始まる品質評価について出荷
後の事故、リコール、対応方法を示し
ています。

PL検定初級テキスト
製品安全の歴史、法律との関係、
取説や表示での予防策、事故発生後
の対応、リコールプロセスから改善な
どを習得しPLアドバイザーとしての資
格認定を行なっています。

出版書籍について
https://apl.or.jp/?page_id=2396

製品リスクコードについて
PL保険などが保険料率で判断するリスクコード
を細分化しA〜Cの３段階にリスク大分類、それ
ぞれの検証見立てを行います。

https://apl.or.jp/?page_id=1023
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5 事業者と製品の評価

事業者評価

２と４の結果にて改善指摘を行い、改善実行可能な項目と
実行不可能な総合判断を行う。

保管性

45

製品評価
（GTN+LOT)の
説明書での評価
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表紙の機
能の改善
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クレンジング）
洗い出し効果
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６ リスクの高い製品の評価検証

• リスクコードAでは、やはり製品そのもの（LOT単位）の現品確認を要するも
のがある。

• 機能、性能的に特出したもので、前例のないものでは、現品を確認し、安全
に関わる構造、部品、回路図などの聞き取りなどを行う。

• 最終商品であるならば、抜取り検査の検査項目、実施方法など、検査データ
などで確認できない事項、生産工程の検査や作業指示書などの点検も行う
ばあがある。

• リチウムイオン電池を使用するものは使用環境の影響を強く受けること、子
供用ではなくとも子供が触れる環境下にあり、興味をもつもの、誤飲などのリ
スクのあるものなど、複数で検証を行い、改善指導などを実施し出荷後の安
全確保の点検を行うなど。
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慣例的に製造販売しているもののリスク

• これまでは問題なかったというのが多くの事故やリコールの際に経営者など
どが言われることである。

• これは当然で、現場に任せることは規模が大きくなるほどその問題は大きい。

• 過去の重大事故の多くは必ずこの問題に帰還する。

リコールが直ちにできないものは排除される！

これまで双方の信頼関係で成立していたことも、世代交代、会社の統廃合、生
産拠点の移転などで、一見同じでもさまざまな問題があることを示しましたが、
保険同様、常に品質欠陥の問題は経営に直結することであり、世界では
「GTIN+出荷LOTでの管理とトレーサビリティ」が決定しています。
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７ サイレントチェンジや出荷後の安全確保

① 仕入れ部材、原材料などのサイレントチェンジによる品質不良

② 円安によるコスト高で仕入れ価格の安いものに変更されていることが報告され
ず、重大な品質欠陥を起こす。

③ 多くは経年劣化などに影響し初期の試験結果やデータでは発見できない。

④ 気温40℃を超える中では常温（20~25℃）という設計条件では安全性を保証でき
なくなっているなど

⑤ 国内販売していたものが海外で使用されることへの対応

⑥ インバウンドで安全情報、日本での常識が通用しない状況下でのトラブル

⑦ リコール回収の放置による被害拡大

⑧ 海外での販売が停止されるリスクなど
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８ 製品安全４法による国内管理人の責務にて
示された新たな製品安全対策

国内管理人の業務としての項目リスト （輸出商社も同じ責任）
○通常業務 ★基本的に問題ない ★★scodtによる効果 ⭕MCPによる効果

①国内管理人の選任および委託契約の締結○
②経済産業省への届出および変更届出○
③技術基準適合関係書類（適合証明書等）の写しの保管★（GTIN+LOTでシステムと
ホルダー管理）

④自主検査記録の保存管理★★（GTIN+LOTでシステムとホルダー管理）
⑤経済産業省等からの報告徴収への対応★★
⑥立入検査の受忍および一次窓口対応★（東京本部）
⑦海外事業者（特定輸入事業者）との常時連絡体制の維持★★⭕
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⑧ 製品事故・不具合情報の収集および一次判断★★⭕（当団体の専門領域）
⑨ リコール等発生時の初動対応および行政連携★★⭕（当団体の専門領域）

⑩ 出荷後の製品安全に関する記録・履歴の管理★★（GTIN+LOTでシステムとホル
ダー管理）

⑪ 必要に応じた試験・検証業務の委託調整★（検証は当団体、専門外は国内試験
機関との連携）

⑫ 表示および取扱説明書に関する是正対応の実務支援★★⭕（専門領域、scodt

での配信管理）
⑬ 海外事業者の不履行・失踪時における代替統制対応★★（配信画面切り替え、

使用者に通知、相談対応） 
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GPSR/PLDの対応について

出荷前のISO、
検査、PL検定
初級にて対応
できる範囲

PL検定上級、インスト
ラクターの対応できる
範囲

SCODTにより出荷後の
補完できる範囲

回避できない領域

50％

23％

15％

12％

従来の製造、出荷検査など
での出荷後の品質異常につ
いて対応できる範囲（リコー
ル回収率、再発などのデー
タ、APLの専門家育成テキ
ストなどによりAIにて解析）
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項目 内容

法形式 指令(Directive)から規則(Regulation)に変更。すべての加盟国に

直接適用。

トレーサビリティ義務 製品ごとにGTIN・LOT等の追跡情報を付与。サプライチェーン全

体を電子的に記録。

リコール通知義務 消費者への「直接通知（メール・アプリ等）」が法的義務化。

オンライン事業者責任 ECプラットフォームも安全責任を共有。危険製品は即時削除命令。

市場監視 「Safety Gate（旧RAPEX）」によるEU全域の情報共有体制を強化。

罰則・制裁 違反企業への制裁金制度（加盟国レベルで導入義務）。

(1) 一般製品安全規則（GPSR：General Product Safety Regulation 日本における製品安全PS）
採択：2023年5月
発効：2024年12月13日（2025年に全面適用）
目的：EU域内すべての消費財について、統一的な安全基準・監視体制を整備する
主な目的 
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(2) 改正製品責任指令（PLD：Product Liability Directive いわゆるPL法）
背景：1985年制定の旧PL指令を全面改正

法施行：2026〜2027年各国にて改正施行
目的：AI・IoT・クラウド等の「無体物製品」にも責任を拡張し、デジタル時代に適応した損害賠償制度を整備。
改正の主要点

項目 改正内容

対象範囲 ソフトウェア、AI、クラウドサービスを「製品」として責任対象化。

証拠開示義務 消費者が企業に対して製品データ開示を要求できる（disclosure）。

欠陥の概念拡張 製品更新・修理・リコール対応の欠落も「欠陥」と見なす。

国際責任 EU域内に「責任者(Authorized Representative)」の設置義務。

域内に責任主体がいない場合は出荷した国の「包装・保管・出荷 」した２要

件を持ってその事業者は責任主体としての責務を負う。

被害者保護強化 訴訟時の立証負担を軽減（因果関係の推定）。

被害範囲の拡大 精神的疾病も対象

被害者の限定 自然人とする
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⼀般社団法⼈ APL­Japan
本部
〒173-0013
東京都板橋区氷川町47−4
アビタシオンK 1F
事務局
〒982-0823 
宮城県仙台市太白区恵和町35-28
TEL：050-6865-5180
FAX：022-247-8042

https://apl.or.jp

Association of Product Liability Japan




